
  

国 

社会保険 

公的扶助 医療 
高齢者介護
サービス 

義務教育 

  年金 
失業 
保険 

労働災害
保険 

権限 
所在 

実地 

連
邦
国
家 

アメリカ 連邦 州 州 

貧困家庭一時扶助は州、
補足的所得保障は連邦、
食料スタンプは州 

公的医療保険は連
邦、低所得者向け
医療補助は連邦／
州 

州 州 学校区 

カナダ 連邦 連邦 州 州 州 州 州 
教育委員会
（学区） 

オースト
ラリア 

連邦 連邦 州 連邦 連邦／州 
連邦／州／
地方Ｌ 

州 州 

ドイツ 連邦/州 連邦 
連邦／州
（監督） 

失業手当は連邦＋地方Ｍ、
社会扶助は地方Ｍ 

連邦／州（監督） 州 州 地方Ｌ／Ｍ 

単
一
国
家 

イギリス 国 国 国 国 国 国／地方ＭＬ 国 地方Ｌ／Ｍ 

フランス 国（監督） 
国 
（監督） 

国（監督） 地方Ｍ 中央（監督） 地方ＭＬ 国 
地方Ｌ／Ｍ
／Ｕ 

イタリア 国 国 国 地方Ｌ 地方Ｕ 
地方Ｕ／地方
Ｌ 

国／地
方 

地方Ｌ／Ｕ 

デンマー
ク 

国が管理、地方Ｌ
が給付 

国 
（監督） 

国 地方Ｌ 地方Ｍ 地方Ｌ 国 地方Ｌ 

フィンラン
ド 

国民年金は国、所
得関連雇用年金は
国（監督） 

国 国 
生計援助は地方Ｌ、 
労働市場手当は中央 

地方Ｌ 地方Ｌ 国 地方Ｌ 

ノル
ウェー 

国 国 国 地方Ｌ 国／地方 地方Ｌ 国 地方Ｌ 

スウェー
デン 

国 
国 
（監督） 

国 
社会扶助は地方Ｌ、 
基本給付金は国 

地方 地方Ｌ 国 地方Ｌ 

日本 国 国 国 地方Ｍ／Ｌ 国・地方Ｍ／Ｌ 地方Ｍ／Ｌ 国 地方Ｍ／Ｌ 

※地方Ｌ：市町村などの住民に近い基礎的自治体 地方Ｍ：市町村の上位に位置する広域自治体 地方Ｕ：地方Ｍの
上位に位置する広域自治体（イタリアのレジョーネ、フランスのレジオン。連邦国家における「州」とは区別している。） 

出典：「国と地方の役割分担―再分配的歳出を中心にした国際比較」 林正義 

資料４ 

 主要国における国と地方との事務配分               


